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議案第１４号 

 

 

さぬき市企業版ふるさと納税基金条例について 

 

 

さぬき市企業版ふるさと納税基金条例を別紙のとおり制定することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市企業版ふるさと納税基金条例 

 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定するま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業として市が実施する事業の経費に充てるため、

さぬき市企業版ふるさと納税基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この

基金に編入するものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その

全部又は一部を処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１５号 

 

 

さぬき市私債権管理条例について 

 

 

さぬき市私債権管理条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市私債権管理条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、私債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管

理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「私債権」とは、市の債権（金銭の給付を目的とする市

の権利をいう。）のうち、時効による消滅について時効の援用を要するものをい

う。 

（法令等との関係） 

第３条 私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の

定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 

（市長等の責務） 

第４条 市長は、市の各機関が所管する事務に係る私債権の状況を的確に把握する

とともに、私債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。 

２ 市長及び病院事業管理者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４０

条及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７１条から第１７１条

の７までに定めるところによるほか、法令並びに市の条例及び規則（地方自治法

第１３８条の４第２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第１０条に規定する企業管理規程を含む。）の定めるところにより私債

権の適正な管理に努めなければならない。 

（台帳の整備） 

第５条 市長及び病院事業管理者は、私債権を適正に管理するため、私債権の名称、

金額、徴収の履歴その他の規則で定める事項を記録するための台帳（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録をいう。）を含む。）を整備するものとする。 

（私債権等の放棄） 

第６条 市長及び病院事業管理者は、私債権について、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該私債権の全部又は一部及びそれらの履行の遅滞に伴い既に発生

した損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。ただし、当該私債権に

ついて保証人その他弁済の責任を負うべき他の者が明らかであり、それらの者が

次の各号のいずれにも該当しないとき（この場合においては、これらの号中「債

務者」とあるのは、「保証人等」と読み替えるものとする。）は、この限りでな

い。 

(1) 債務者が著しい生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の
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適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。）にあるとき。ただし、当該債務

者の資力の回復が困難で、私債権について履行される見込みがないと認められ

る場合に限る。 

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法令の規定により債務者が私

債権についてその責任を免れたとき。 

(3) 消滅時効に係る時効期間が満了しているにもかかわらず、債務者が時効の援

用をしないとき。ただし、債務者が時効期間満了後に私債権についてその一部

を履行した場合又は債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。 

(4) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、私債権につ

いて履行される見込みがないと認められるとき。 

（報告） 

第７条 前条の規定により市長又は病院事業管理者が私債権を放棄した場合は、市

長は、これを議会に報告しなければならない。 

２ 前項に規定する場合においては、病院事業管理者は、前条の規定により私債権

を放棄した旨を市長に報告しなければならない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例は、施行日前に発生した私債権についても適用する。 



22 

議案第１６号 

 

 

さぬき市個人情報保護条例の一部改正について 

 

 

さぬき市個人情報保護条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市個人情報保護条例（平成１７年さぬき市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第１号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）第２条第２項」に改め、同条第５項中「独立行政法人等の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個

人情報の保護に関する法律第２条第９項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

 

 

さぬき市防災行政無線施設条例の一部改正について 

 

 

さぬき市防災行政無線施設条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市防災行政無線施設条例（平成２２年さぬき市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第２号の表中 

「 

                                    」 

を 

「 

 

                                    」

に改め、同表に次のように加える。 

簡易中継局 さぬき市多和槙川２３５番地１ 

第６条中「さぬき市全域」の次に「（移動系無線による通信区域については、そ

の周辺を含む。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和４年３月２５日から施行する。 

統制局 さぬき市志度５３８５番地８ さぬき市役所内 

 

統制局 さぬき市寒川町石田東甲９３１番地５ さぬき市寒川庁舎内 

遠隔制御装置 さぬき市志度５３８５番地８ さぬき市役所内 
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議案第１８号 

 

 

さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 

さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のとおり改正することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づ

き、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市職員の育児休業等に関する条例（平成１４年さぬき市条例第３５号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第３号ア（ア）を削り、同号ア（イ）中「特定職に引き続き」を「引き続

いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）」に改め、同号ア（イ）

を同号ア（ア）とし、同号ア（ウ）を同号ア（イ）とする。 

第２条の３第２号中「労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項の

規定による産前の休業措置又は同条第２項の規定による産後の就業禁止措置として

与えられる」を「任命権者の定める産前及び産後の」に改める。 

第１７条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

本則に次の３条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２１条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊

娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に

対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承

認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員

が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２２条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 育児休業に関する相談体制の整備 

(2) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

（委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第１９号 
 

 

さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部改正について 

 

 

さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

 

さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

４年さぬき市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表投票管理者の項及び投票立会人の項中「１回」を「日額」に改め、同表学校

評議員の項中「学校評議員」を「学校運営協議会の委員」に改め、同表構造改善セ

ンター運営委員会の委員の項を削り、同表備考に次の１項を加える。 

３ 投票管理者、期日前投票管理者、投票立会人及び期日前投票立会人の報酬

の額については、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条第１項

ただし書（同法第４８条の２第６項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により投票所若しくは期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、若

しくは閉じる時刻を繰り上げたことによりこれらの者の職務時間及び立会時

間を短縮する場合又はこれらの者がその職務時間若しくは立会時間内に交替

する場合は、この表に掲げる額をそれぞれ従事した時間で按分した額（１０

０円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額）とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表学校評議員の項の改正規定は、

令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

 

さぬき市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 

 

さぬき市放課後児童クラブ条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市放課後児童クラブ条例（平成１４年さぬき市条例第１１１号）の一部を

次のように改正する。 

第４条中「小学校１年生から小学校４年生までに就学しており養育に欠ける児

童」を「さぬき市立小学校に就学している児童で養育に欠けるもの」に改め、「要

する」の次に「と市長が特に認める」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の第４条の規定によりさぬき市放課後児童クラブの入会の対象となる者

に係る令和５年度の入会に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前に

おいても行うことができる。 
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議案第２１号 

 

 

さぬき市健康保養施設条例の一部改正について 

 

 

さぬき市健康保養施設条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市健康保養施設条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市健康保養施設条例（平成１４年さぬき市条例第１７４号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第１項の規定に基づき」を「住民の健康管理と福祉の向上を図るとともに観光の振

興に資するため」に改める。 

第３条中「、住民の健康管理と福祉の向上を図るとともに観光の振興に資するた

め」を削る。 

第４条中「地方自治法」の次に「（昭和２２年法律第６７号）」を加える。 

第６条中「５年間」を「５年を超えない期間」に改める。 

第８条を削る。 

第７条第２項中「定める額」を「定める上限額」に改め、同条を第８条とする。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（利用許可等） 

第７条 クアタラソさぬき津田を利用しようとする者（以下「利用者」という。）

は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、利用者のう

ちクアタラソさぬき津田を継続して利用する者として指定管理者の登録を受けた

もの（別表において「会員登録利用者」という。）は、その利用の都度、当該許

可を受けるものとする。 

２ 指定管理者は、クアタラソさぬき津田の管理上必要があると認めるときは、前

項の許可に際し、条件を付すことができる。 

３ 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はクアタラソさ

ぬき津田の管理上特に必要があると認めるときは、第１項の許可に係る利用の条

件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあると認めたとき。 

(2) 施設を破損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。 

４ 前項の規定による措置により利用者が受けた損害については、市及び指定管理

者は、その責めを負わない。 

第９条を第１０条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（損害賠償等） 

第９条 クアタラソさぬき津田の施設、設備、備品等を故意又は過失により損傷し、

又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 
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利用者の区分 利用料金の上限額 

 円 

一般利用者 １人につき１回    ２，０００ 

会員登録利用者 １人につき月額    ９，０００ 

備考 

１ 会員登録利用者が法人である場合のこの表の適用については、この表中

「１人につき月額」とあるのは、「１口（月３０回までの利用）につき月

額」と読み替えるものとする。 

２ 会員登録利用者については、月額の利用料金に加えて、１回の利用ごとの

利用料金を定め、徴収することができるものとし、その上限額は、１人につ

き１回５００円とする。 

附 則 

（施行期日) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置) 

２ この条例による改正後の第８条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の

施設の利用に係る利用料金について適用し、同日前の施設の利用に係る利用料金

については、なお従前の例による。 
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議案第２２号 

 

 

さぬき市営住宅条例の一部改正について 

 

 

さぬき市営住宅条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を

求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市営住宅条例（平成１４年さぬき市条例第１８７号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第１項第２号中「有線テレビ」を「コミュニティ放送」に改める。 

第６条第１項第２号中「同じ。）」の次に「その他事実上親族と同様の事情にあ

る者として規則で定めるもの」を加える。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

 

さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例 

の一部改正について 

 

 

さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部を別紙

のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例（平成１４年

さぬき市条例第１９７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「６２０人」を「６００人」に改める。 

第３条第１号中「又は」を「、又は」に改める。 

第５条第１項第２号中「耐えない」を「堪えない」に改める。 

第８条本文中「召集」を「招集」に改め、同条ただし書中「召集」を「招集」に、

「水害、火災その他の災害」を「水火災又は地震等の災害（以下単に「災害」とい

う。）」に改める。 

第１２条及び第１３条を次のように改める。 

（報酬） 

第１２条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

２ 団員には、別表第１に定めるところにより年額報酬を支給する。 

３ 前項の規定にかかわらず、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、年額

報酬の額は、当該各号に定める額とする。 

(1) 年度の途中において団員に任用され、又はその職を離れた場合 当該任用又

は離職の月を含む期間について、別表第１に定める額を基礎として月割りによ

り計算した額（その額に１円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額。

次号において同じ。） 

(2) 年度の途中において年額報酬の異なる階級に異動した場合 当該異動の月以

後別表第１に定める異動後の階級に係る額が適用されるものとして月割りによ

り計算した額 

４ 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、別表第２に定めるところ

により出動報酬を支給する。 

５ 団員の報酬は、規則で定めるところにより、一の年度において規則で定める期

間ごとに、年額報酬については分割して、出動報酬についてはそれぞれの期間中

に職務に従事した実績に応じて支給するものとする。 

（費用弁償） 

第１３条 団員が公務のため旅行した場合は、さぬき市職員等の旅費に関する条例

（平成１４年さぬき市条例第４８号）に定める職員の旅費の額に相当する額を費

用弁償として支給することができる。この場合において、当該費用弁償の支給方

法は、同条例に定める職員の旅費の支給方法又は出動報酬の支給方法の例による。 

２ 前項前段に規定する場合のほか、団員が災害、警戒、訓練等の職務を行うため

に費用を要したときは、その費用の額に相当する額を費用弁償として支給するこ
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とができる。この場合において、当該費用弁償の支給方法は、出動報酬の支給方

法の例による。 

第１４条第１項中「障害になった」を「若しくは障害の状態となった」に改める。 

別表第１団長の項の前に次のように加える。 

階級 支給額（年額） 

別表第１中「３１，０００」を「３６，５００」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１２条関係） 

出動報酬 

（単位：円） 

区分 支給額（日額） 

災害出動の場合 ８，０００ 

人命救助等出動の場合 ８，０００ 

警戒訓練出動の場合 ４，０００ 

講習等出席の場合 ４，０００ 

長期操法訓練出動の場合 ２，５００ 

機械器具点検出動の場合 ２，５００ 

備考 

１ この表において、「人命救助等出動」とは災害時以外における人命救助又

は行方不明者の捜索のための出動を、「警戒訓練出動」とは通常訓練、年末

若しくは行事開催時等の警戒又は協力組織への指導育成等のための出動を、

「機械器具点検出動」とは機械器具の点検、更新又は設置のための出動をい

う。 

２ 災害出動、人命救助等出動又は講習等出席により職務に従事する時間が４

時間（講習等出席の場合にあっては、２時間）に満たないときは、これらに

係る出動報酬の額は、この表に掲げる額の半額とする。 

３ 災害出動又は人命救助等出動により午前０時を超えて職務に従事する場合

で出動から引き続きその職務に従事する時間が８時間未満のときは、この表

及び備考２の規定は、この表中「日額」とあるのは、「１回」と読み替えて

適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 消防団員の令和３年度分の報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例
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による。 
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議案第２４号 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部を別紙のとおり変更することについ

て、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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総 合 整 備 計 画 書（第３次変更） 

                             香川県 さぬき市 多和辺地 

（辺地の人口 417 人 面積 13.86k ㎡） 

１ 辺地の概況 

(1) 辺地を構成する町又は字の名称  さぬき市多和 

(2) 地域の中心の位置        さぬき市多和兼割９３番地１ 

(3) 辺地度点数           １８２点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

  阿讃の県境に位置する山間へき地であり、市の中心部から離れているため、公共的施設の

整備が遅れており、これらを総合的に整備することにより地域間格差を是正し、地域の生活

環境の向上及び住民の福祉の増進を図る。 

  林道については、法面が急峻であり、崩落により通行に支障をきたす恐れがあるため、安

全で快適な通行を確保するために事業を実施する。 

  市道については、法面及び道路に亀裂やズレが生じていることから、安全で快適な通行を

確保するために事業を実施する。 

  橋梁については、鋼部材において広範囲の腐食がみられることから、損傷度を改善し、長

寿命化を図るため事業を実施する。 

消防施設については、消防屯所の老朽化が進んでいることから、多和地区の防災力を維持

するために新たな消防屯所の建設事業を実施する。 

  農道については、降雨時において路面が軟弱になり農業機械の通行に支障をきたしている

ことから、安全で快適な通行を確保するために事業を実施する。 

地域活性化施設については、観光及び産業の振興、地域の活性化並びに定住の促進に向け、

旧学校施設を移住体験や地域交流の拠点とするための施設整備事業の実施、地域活性化複合

施設の改修事業や機能を向上させるための施設設備整備事業を実施する。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

平成３１年度から令和４年度まで ４年間 

（単位 千円） 

        区  分 

      事 業 

施設名      主体名 

事業費 

財源内訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 
特定財源 一般財源 

林道矢筈太郎兵衛

線改良事業 
さぬき市 92,000 65,100 26,900 26,900 

市道助光支線外３

線道路改良事業 
さぬき市 34,300 0 34,300 34,300 

橋梁長寿命化修繕

事業 
さぬき市 31,000 16,900 14,100 14,100 

消防施設整備事業 さぬき市 59,600 0 59,600 59,600 
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土地改良事業 さぬき市 1,900 0 1,900 1,900 

地域活性化施設整

備事業 
さぬき市 15,700 4,000 11,700 11,700 

合   計 234,500 86,000 148,500 148,500 

当初計画策定 平成 31 年 3 月 18 日 

変更計画策定 令和 2 年 3 月 26 日 

変更計画策定 令和 3 年 3 月 22 日 

変更計画策定 令和 4 年 3 月 日 
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議案第２５号 

 

 

財産の処分について 

 

 

次のとおり財産を処分したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第８号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第３条の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 処分する財産の表示 

土地の表示     さぬき市造田是弘字西下所１０９番１ 

処分予定面積    ７，７７２㎡ 

 

２ 処分の相手方     所在地 香川県高松市春日町１５２０番地１ 

名 称 錦工業 株式会社 

代表取締役 三村 勇雄 

 

３ 処分予定金額     一金９３，２６４，０００円 

 

４ 処分の理由      企業誘致用地と位置付けている下所運動場整備事業用

地の一部を錦工業株式会社に売却するため 


